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持投資口制度の導入に関するお知らせ 
 
日本リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の資産運用会社である双日リートア

ドバイザーズ株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取締役会におい

て、本投資法人の投資口を投資対象とする持投資口制度（以下「本制度」といいます。）の導入

を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

1．本制度導入の理由 

本投資法人は、上場以来「投資主との利害一致の徹底的な追及」を企業理念に掲げ、その投資

主価値の向上に邁進してまいりました。本資産運用会社は、本制度が当該理念に合致するもので、

中長期的に本投資法人の投資主価値の更なる向上に資すること、また、本資産運用会社従業員の

福利厚生の増進にもつながることから、本制度の導入を決定し、持投資口会を設立するものです。 

 

2．本制度の概要 

持投資口会の名称 双日リートアドバイザーズ株式会社従業員持投資口会 

設立の目的 
本投資法人の投資主と本資産運用会社の従業員との利害一致の促進 

従業員の福利厚生の増進 

入会資格 本資産運用会社の従業員（使用人兼務役員を除く） 

本制度導入時期 2019 年 6 月（投資口の購入は 7月から開始予定） 

 

なお、本制度による投資口の取得及び売却については、本資産運用会社における「内部者取引

等管理規程」をはじめとする社内諸規程により制限されます。本制度の導入にあたっては、イン

サイダー取引の防止に十分に留意いたします。 

 

3. 今後の見通し 

本制度の導入による本投資法人の運用状況への影響はありません。 

以上 

 

※本投資法人のホームページアドレス：http://www.nippon-reit.com/ 


